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別記様式（第５条関係） 

会  議  録                 

会 議 の 名 称 令和 7年度第２回登米市スポーツ推進審議会 

開 催 日 時 
令和８年２月 25 日（水） 

15 時 30 分 開会  17 時 00 分 閉会 

開 催 場 所 石森ふれあいセンター 研修室 

議 長 の 氏 名 木村 健喜 会長 

出席委員の氏名 

【スポーツ推進審議会】 

木村健喜会長、阿部孝記委員、佐藤英雄委員、林忠市委員、池田幸

哉委員、関壮一委員、佐々木千春委員、大友勝志委員、江田勝正委

員 以上９名 

欠席委員の氏名 
佐藤敬一副会長、及川佳文委員、佐藤忠委員、佐々木巌委員、佐々

木武二委員、冨士原昭裕委員 

事務局職員職氏名 

教育部次長 阿部 信広、生涯学習課長 千葉 敬子 

生涯学習課主幹兼スポーツ振興係長 高橋 道広 

生涯学習課主幹 髙橋 美香 

議 題 

(１）第３期登米市の教育等の振興に関する施策の大綱の策定につ

いて 

(２) 第３期登米市教育振興基本計画の策定について 

会 議 資 料 

資料１ 登米市の教育等の振興に関する施策の大綱 

資料２ 登米市教育振興基本計画 

資料３ 登米市の教育等の振興に関する施策の大綱（案）に対する 

意見および意見に対する考え方 

別紙  スポーツ推進審議会の審議テーマについて 

別紙  これからの登米市部活動地域展開（移行）について 

別紙  令和７年度事業実施概要 

会 議 結 果 

「第３期登米市の教育等の振興に関する施策の大綱」並びに「第３

期登米市教育振興基本計画」策定の報告と、今後の審議テーマに関

してご意見をいただいた。 

会 議 経 過 

別添のとおり 
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発 言 者 議 題 ・ 発 言 ・ 結 果 

事務局 

 

 

 

教育部次長 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

事務局 

 

議長 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

委員 

 

 

（開 会） 

欠席の委員が６名であり、出席が過半数を超えているので、会議

が成立していることを報告 

 

（開会の挨拶） 

 

（議 事） 

木村健喜会長が議長となり議事を進行 

 

（報告事項） 

(1)第３期登米市の教育等の振興に関する施策の大綱の策定につい

て、事務局より説明を願う。 

 

【資料に基づき説明】 

 

(2)第３期登米市教育振興基本計画の策定について、事務局より説

明を願う。 

 

【資料に基づき説明】 

 

これまでの事務局の説明について、審議に入る。 

 

教育基本計画の中で、子供達でも、心と身体のギャップに対する

取組みもポイントとして掴んでおく必要があると思うがどうか。 

 

 市の人権擁護に関する条例において、性自認や、性の多様な受け

止めを理解していきましょうという考え方がある。今後生涯学習と

生涯スポーツに、そういった観点を入れながら取組んでいきたい。 

 

P33 の総合型地域スポーツクラブの加入率について、クラブ設立

の経緯経過もあるが、公民館事業でもスポーツ活動をしている。公

民館事業は無料、スポーツクラブ事業は会費払いで同じような事業

をそれぞれ継続している。 

 

スポーツクラブは声掛けして、誘い合う恰好で入ってくる人たち

が多い。できるだけ、会員を増やす努力はするが、大きくは動かな

いと思う。 

 

P33 の指標の部分。公民館とクラブそれぞれで事業を行うように

なったが、加入率を上げるのであれば情報共有は行った方が良い。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

社会教育委員会議と公民館運営審議会においても、社会教育事業

として、公民館でもスポーツ事業も行う、対象は同じ人。効率よく

事業できないかという話は確かに出ていた。今お話を伺っている

と、お互いの事業の情報をやりとりして事業展開できれば良いのか

なと思った。生涯学習課の方でも、情報提供、情報共有がなかなか

十分にできていない部分もあるので、今後お互いの取組みについて

共有できるように、工夫していきたい。 

 

P34 のスポーツ活動の推進という事で、スポーツクラブとスポー

ツ少年団と、部活動地域展開の支援が掲載されているが、私もスポ

ーツクラブに勤務して、スポーツクラブはエンジョイスポーツ、み

んなが楽しめて厳しくならない考え方で進めている。スポーツ少年

団は専門的で厳しく、大会等競技スポーツに近い活動。部活が地域

に降りるということだが、全然進んでいないし、ある程度目標は出

ているだろうが、今少子化で部活も数減り、子供達が好きなスポー

ツをできなくなってきて、合同でやっているところもある。少子化、

高齢化を加味しながら進めないと、実際の活動を推進できないので

はないか。 

 

委員の方から少子高齢化を加味した取組みをというお話を頂戴

した。予想を上回るスピードで少子高齢化が進んでいる。学校再編

も進み、子供達がやりたいことをできなくなってしまう環境は避け

たいので、生涯スポーツも含め、どうやって活動の場を確保してい

くかを、教育委員会でも意識しながら、今後具体に考えていきたい。 

 

今朝の新聞に、勝利至上主義をやめて伸び伸び競技を楽しむスポ

ーツ少年団について取り上げられており、多賀城のサッカーチーム

と野球チームの交流に関する記事だった。小学生にいろんなスポー

ツの機会と、身体を使う機会を与える取組みのようだ。我々大人が、

その辺も含めて取組みをしていかなければならないと感じる。 

 

今日まさにご審議いただきたいお話だったと思う。そもそもの理

念、競技力向上の部分もあるかもしれないが、スポーツに関わる、

スポーツを楽しむことが一番というふうに思っている。スポーツク

ラブにつきましても、いつでもどこでも誰とでもという気持ちで取

り組まれているものと思っている。 

 

少しでもスポーツ活動を行っていただいている人を増やしたい

という形で、今回目標値をパーセントで出させていただいている。

前回の計画では人数で示していたが、加入率とさせていただき、少 
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委員 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

議長 

 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

しでもスポーツへの参加率を増やしてというもので、各スポーツ団

体の皆様のご協力をいただきながら進めて参りたい。 

 

P27 の主な事務事業にある地域防災訓練はどうなっていくのか。 

 

大きな骨組みとして計画上は掲載させていただき、これをもとに

各年度の教育方針、アクションプランで具体の取組みを決めていく

もの。 

防災訓練は、コミュニティの皆さんと、学校と、合同で総合防災

訓練を実施しているもの。地域で何か有事の時に、どういうふうに

動くかというのを確認していただく防災訓練を地域において展開

して欲しいというところで、実際に学校で取り組まれているコミュ

ニティもある。地域のコミュニティの防災訓練の仕方も、各コミュ

ニティそれぞれの形態で行われており、地域において何かあったと

きに、地域の皆さんで誰が何をやるか確認する機会を設けて欲しい

というもの。学校再編により小学校が町域１つになる。学校基準に

という考え方もあり、各コミュニティ単位という考え方もあり、必

ずしも学校を中心にといった防災訓練というわけではない。 

 

コミュニティの運動会と町民運動会を一緒に行うなど、開催の形

を連絡調整しながら、スポーツの展開をしていくことが必要だろ

う。 

 

説明の通り、基本計画は既に決定しており、本日の委員の様々な

意見は反映されないが、今後の事業や取組みにおいて委員の声も配

慮願いたい。 

 

学校部活動に期限的なところが見えない。部活動の地域移行は令

和 10 年までに完全に移行する予定があるのか。 

 

令和 10 年までというのは国の大きな方針である。市としては、

まずは休日の部活動を地域に展開するというところを、できたとこ

ろから始めるスタンスでいる。 

 

コミュニティスクールは市内全部の学校でスムーズに運営して

いるのか。 

 

コミュニティスクールは小中学校に制度として入っており、全部

の学校で運営されている。 
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議長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

委員 

 

議長 

 

 

 

 

コミュニティスクールには、皆様も関わっている方が多いかと思

う。 

 

（協議事項） 

(2)今年度のスポーツ推進審議会における会議テーマについて 

 

【資料に基づき説明】 

 

市民スポーツの振興について、組織の在り方も含め、大分テーマ

が大きい。 

 

市民スポーツは 0歳～100 歳、年齢幅も組織の縦横のつながりも

広い。 

 

確かに市民スポーツの振興だと、事業内容や取組全般に関するこ

と、運営体制と多方面にわたる。委員の皆さん方から、事業、組織

同士の重なりというところも整理が必要とのお話もあった。そうい

った課題を捉えて、前向きにするための改善点についてご意見いた

だければと考えている。 

 

学校関係に関してはいろんな事業を調査するにしても、学校の方

との様々な調整が必要となる。 

 

スポーツクラブのプリントは区長配布で一切配布しなくなった

ことが過去にあった。 

 

市内でもスポーツクラブのプリントを区長配布では配布できな

いので地域への周知に苦慮しているとのお話をいただいた経緯が

あった。区長を所管しているまちづくり推進部に確認し、スポーツ

クラブにつきましては公益的な団体という事で、文書についても配

布可能である事を改めて確認した。 

 

P33 のクラブの指標を研究テーマに関連付けた方がよいのでは

ないか。 

 

指定管理者が人集めに苦労している現状もある。 

 

公民館、スポーツクラブ、学校やスポ少に今何が問題なのか、 

なぜ入っている子供達が少ないのか、そういうのが幾らか出てくれ

ば、テーマを絞り込めるのでは。それを事前調査してはどうか。 
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事務局 

 

委員 

 

 

 

事務局 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

議長 

 

事務局 

 

現状把握としてイメージしたのが現地調査である。 

 

現地調査で全部回らなくても、事業内容は教室ごとの参加人数の

統計をクラブで持っている。どこに市民の興味関心、ニーズがある

のか、ある程度資料から分かるのではないか。 

 

課題の抽出を行い、それを以て審議会で審議いただく形も一つ考

えられる。 

 

柱のテーマはこれで良いので、事前調査で整理し、例えば加入率

の向上とか副題をつけて行えると良い。現状把握はスポーツ事業を

行っている公民館も含めても良いと思う。 

協議事項については終了し、本日配布資料、部活動地域移行につ

いて説明を願う。 

 

【資料に基づき説明】 

          

以上で議事を終了。進行を事務局に返す。 

 

（閉 会） 

 

 


